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戸、

向
が
め
る
乙
パ
台
、
F

て
い
る
し
以
上
の
調
査
が
中
ん
は
、
が
、
γ的
hd法
に
よ
る
吉
誌
副
本
同
の
一
怖
で
あ
る
が
、
ぷ
即
応
に
マ
ス
l

ミ
ご
h
H
注犬、

い
る
山
口
作
や
、
私
円
九
月
が
人
の
作
円
と
し
て
の
川
町
肢
か
ら
肌
で
感
ご
ら
れ
る
焔
京
生
、
｝
の
治
抗
議
調
査
と
ほ
と
ん
三
県
な
ら
な

割1

，、
打
払
廿
身
心
紙
吹
か
パ
｝
例
と
し
ζ
山
手
げ
よ
司
。
最
近
で
も
、
裁
河
川
阜
、
検
察
庁
内
建
物
前
で
、
隈
査
山
中
や
訴
訟
係
川
判
中
力
事
が
い
い
に

3
L

亡
、
労
段
新
ム
ロ
な
ど
一
り
列
井
巨
体
、
市
民

N
ル
小
、
も
L
く
は
事
件
吋
事
者
本
人
や
そ
の
家
肢
が

4
4峨
行
政
を
す
J

る
い
訟
が
し
ば
し
ば
し
ア
う

日
ら
ー
れ
る
c

ま
た
、
ー
は
当
た

T
討
に
よ
ら
ず
に
、
判
h
M
政
治
家
ゃ
れ
同
級
，
」
僚
、
手
ら
に
は
法
背
ブ
ロ
ー
カ
ー
ケ
↓
通
じ
て
、
担
ψ
1
判
事
や

検
事
に
請
託
ハ
ヤ
」
行
レ
、
事
件
J
E
h
H
分
乃
思
L
ど
お
り
に
解
日
応
し
よ
う
と
ゲ
る
人
々
も
、

し
ば
し
は
見
守
げ
ら
れ
る
c

私。か裁判一円門一う
L

し

て
f

心
服
し
て
い
た
当
叫
、
長
い
間
会
っ
て
い
な
か
っ
ー
に
伏
郷
の
友
人
や
守
い
伐
の
同
級
仲
ー
か
ら
連
絡
叫

J

口
店
い
こ
久
L
ぶ
い
ノ
に
会
目
、
っ

と
↓
口
わ
れ
、
会
っ
て
ゐ
る
と
、

と
ん
で
も
な
い
こ
と
に
、
請
託
V

持
h
ー
か
げ
ら
れ
℃
こ
と
が
め
っ
た
主
亡
、
知
り
合
い

人

の
依
煩
日
h
ず
あ
り
、
山
接
会
っ
て
話
乞
開
い
て
人
る
と
、
私
自
身
や
同
怖
い
裁
判
J

ぃh
（

U

折
当
事
件
に
悶
す
る
請
託
b
f
持
ち

か
け
ら
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
す
さ
ら
に
、
私
が
及
判
官
約
三
打
護
士
1
／
し
て
勤
誇
｛
J

J

L

い
に
問
、

口
i
カ
i
C
A
る
弁
湾
士
以
注

反
事
件
は
絶
え
ゐ
こ
と
げ
？
な
か
っ

rv
長
山
で
け
、
戎
判
官
の
遇
法
作
品
者
坪
に
対
い
て
、
法
廷
で
怒
声
町
上
げ
て
抗
議
ト
Z
G川
百
一
長
↓
が

ば
、
〆
は
け
見
ら
れ
る

r

以
ー
と
は
、
品
河
川
四
国
民
の
叶
法
T

ハ
炉
心
州
市
司
を
私
な
h
に
分
析
し
、
そ
う
ー
ν

ド
八
小
伝
成
中
一
併
出
す
る
ド
八
め
の
止
曜
日
裁
川
州
川

J

努
力
、
二
、

引
払
打
身
が

U
町
、
考
え
て
い
る

て
み
る
こ
こ
に
す
る
。

｝王
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r
門
川
仏
小
伝
れ
の
原
凶
円
分
析

同
氏
の
法
h

ま
す

っ
と

L
て
、
一
町
民
の
法
仲
れ
い
に
刈
す
る
計
十
、
灼
ζ

、
府
；
出
子
続
に
つ
一
い
て
の
見
解
末
比
を
…
一
十
け
る

叶
t
d
不
信
心
下
八
さ
仕
応
対

η

二
一
が
セ
き
る
。
険
巾
～
卜
、
大
持
民
涯
は
、

九
四
八
刊
の
怠
法
公
λ

刊
を
も
っ
て
、
は
じ
め
て
西
洋
の
成
1

止
法
体
系
z
V
アイマ人

γ
司令、ア」

に
な
っ
た
c
fれ
以
削
の
い
押
U
4
1
民ハ
V
4

一
設
と
し
て
は
、
日
義
を
で
巾
ん

F
る
儒
敦
治
思
が
り
バ
ノ
＼
ハ
札
ァ
壱
し
、
人
々
は
同
一
一
知
域
に
終
右
L

て
パ
川
口
川
ず
る
民
耕
社
会
の
丈
化

ι慣
、
れ
読
し
ん
で
お
り
、
桁
い
T
Z
2
款
待
し
た
り
、
ηψ

山
市
h
z
V
｝
破
っ
た
り
す
る
こ
と
は
大
豆
ん
と
し
L
排
斥
さ

7J
一」《一、」

F

2
1
7
j
t
 
そ
の
よ
う
な
文
化
的
伝
統
の
な
か
で
ヨ
活
し
て
き
た
韓
同
同
尺
は
、

行は円リ川よ口祐削均一、
l

司、、ずに〉、、九、

E

L
；t
芸一

f
h
J
L
t
；

営
患
で
容
易
に
相
片
リ

ー
ピ
じ
川
和
制
し
て
し
ま
、
7
W
Mが
？
の
り

d
t
u
発
生
ず
る
か
も
じ
れ
k
い
紛
予
に
み
下
i

則
に
催
、
え
る
r
h
h
質
は
な
か
な
か
形
成
さ
れ
な
か
コ
た

背l'ii"il＇；の＂＇＇丈ィ、 reとヱ正解消たの柿索

凶
ペ
ノ
年
ほ
と
、

J
m
q
特
回
、
り
淳
業
構
造
は
築
業
中
心
か
円
一
六
問
l
来
中
心
へ
？
と
会
化
し
、
ま
ん
早
川
枯
れ
環
境
沿
農
村
刑
か
ら
都
市
型
へ
と

変
化
し
、

取
5
形
能
川
も
平
日
杭
と
ど
領
取
「
5
m
N
、り明日川雑ト
rzyA剤
取
手
ど
牛
、
心
と
す
る
戸
い
川
態
へ
と
急
速
に
変
化
し
て
き
て
い
る
す

従
4
4
か
ら

の
国
民
の
立
並
子
一
望
慣
は

」
の
変
化
ピ
パ
巧
応
ふ
り
る
こ
と
が
で
き
「

l
J弔
の
攻
引
泌
動
い
お
い
て

メ
の
大
部
分
？
っ
そ
の
ま
ま
残
っ

て
い
る

v

ま
か
し

F
く
民
事
訴
訟
法
上
の

「
一
転
蛇
ふ
判
、
？
義
」

げ
れ
反
発
を
感
じ
る
国
民
が
多
い
よ
1
J
と
あ
る
c

吋
城
山
活
動
を
行
、
つ
な
か

ミ
紛
争
に
与
さ
込
ま
れ
九
一
当
事
討
が

分
に
証
拠
を
H

且
（
備
ず
る
守
｝
／
一
が
で
き
な
い
う
ち
に
作
廷
に
リ
っ
こ
1

｝
に
仕
り
、
そ
の
結
果
、

斗
計
責
任
す
負
う
事
実
に
つ
い
て
J
託
で
き
ず
、
三
五
こ
は
異
な
る
事
実
認
｛
一
ι主
党
け
る
こ
と
は
あ
？
っ
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
民

事
訴
訟
法
か
を
ん
め
て
い
る
副
雨
明
一
法
切
に
基
づ
い
て
事
完
認
定
を
し
た
裁
判
一
h
に
わ
判
ら
カ
の
い
日
め
が
あ
る
わ

は
な
い
n

た
だ
表
現
、
ニ

日
川
肝
心
み
拠
h
一川と

L
、
分
に
副
洲
川
を
杭
え
て
お
か
な
か
っ
に
ば
か
り
に
敗
訴
を
か
引
駿
じ
た
こ
と
が
あ
る
事
民
の
心
力
慢
は
な
か
な

か
j
H
M

松
さ
、
れ
は
い
一
γ
つろ－
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戸、

）
日
出
札
刊
の
ヂ
ー
上
が
あ
と
を
統
↑
れ
な
い
午
、
乙

出
版
別
失
、

L
ば
1

ふ
い
指
抗
さ
れ
る
ャ
一
と
だ
が
＼

盆
正
司
の
餅
代
、

什
作
山
旧
費
江
ど
の
名
川
け
と
会

裁
判
口
が
、

山
下
斗
ゴ
ロ
上
忠
一
殺
人
か
ら
、

割1

円
山
中
、
交
け
限
っ
た
り
、
絞
ら
ζ

余
銭
の
公
仙
言
、
た
り
、
澗
食
の
供
I
U
や
援
が
い
そ
吐
汁
る
仕
〆
一
の

f
為
川
久
子
ん
に
仕
く
ヨ
｝
た
乙
は
一
ゴ

ρ
一
味
い
も
り
が
あ
る
。
最
近
、

そ
け
よ
う
は
ふ
止
行
為
t

勺
け
っ
て
、
古
ぷ
リ
絞
斗
一
川
山
部
長
リ
リ
芋
が

j

一
柄
ム
ケ
拘
束
さ
れ
る
と
ジ
つ
事
態
が

円ムペ

i
L
、
大
多
数
の
絞
背
信
ζ

多
く
の

、
F
八
き
な
衝
即
時
を
長
け
る
こ
こ
に
ば
っ
た
り
台
ら
に
、
ご
く
析
に
引
は
占
め
る
が
、
日
目
一
成

士
、
裁
判
所
や
検
祭
寸
の
般
城
公
務
長
、
あ
る
い
は
今
判
心
政
治
4

ぶ
の

部
、
川
、
判
事
や
純
平
に
清
託
ケ
行
う
た
め
に
、
町
北
間
干
の
怯

の
科
、
俳
人
乞
収
交
す
る
と
い
、
二
～
、
立
ぷ
士
法
等
逸
品
宇
汗
も
が
究
中
し
て
L
る
c

こ
う
し
戸
～
不
正
事
件
が
な
く
な
ら
な
い
白
山
り
、

川4

之
は
不
’
析
が
払
拭
さ
れ
る
こ
L

一は、

閉
め
で
き
な
い
だ
？
っ
υ

寸
法
ぶ
佐
川
の
肝
市
川
取
を
捜
索
一
つ
る

二
）
凶
「
え
に
到
す
る
は
山
川
口
説
誕
動

ιη

引
法
律
の
講
習
伝
活
勅

起
き
に
失
す
る

t
い
h

ノ
感
は
あ
る
、
引
＼

段
近
に
な
っ
て
、

If( 

（
法
務
部
）
と
大
峠
弁
誌
土
協
会
、
人
韓
法
沖
政
財
公
開
な
と
い
引
＼

学
γん
や
戦
場
、
回
れ
な
こ
に
対
一
コ
二
日

4
1引
法
律
に
つ
い
て
の
講
伺
支
出
治
政
ヰ
校
閲
す
る
よ
う
に
な
っ
た
υ

こ
う
し
た
講
翌
会
を
通
じ
て
、

日
目A

が
法
作
に
悶
了
J
7
h
v

知
識
を
深
め
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
日
比
の
司
法
不
信
は
か
立
h
u

軽
減
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か

J

12, 

九
十
法
や
の
ハ
ン
グ
ル
化
の
推
進

－h

戊
丈
」
／
｝
は
じ
め
と
ム
o
J
G
裁
刈
川

η
全
文
ま
ー
が
ハ
ン
ク
ル
与
川
と
？
れ
た
の
は
一
ん
六
年
以
降
り
こ
’
乙
で
あ
る
u

当
時
最
高
裁
判

所
長
吉
て
あ
コ
た
段
鋲
前
（
チ
ョ
令
ン

Jγ

〆、

一
九
（
）
一
可
（

九
七
九
’
月
一
は
、
判
決
文
を
は
じ
め
し
し
す
る
裁
判
叫
心
全
文
書
テ
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ハ
ン
グ
ル
化
ず
る
こ
と
を
胤
定
、
）
介
段
高
裁
判
所
規
則
一
大
法
院
規
則
）

た
反
則
公
表
川
時
に
は
以
対
2
7
0多
か
っ
た

こ
れ
は
、
政
治
刀
公

u人
尋
＆

u
kお
ハ
ン
グ
ル
出
J

月
と
は
仕
コ
て
い
な
か
う
た
時
代
の
こ
と
で
あ
り
、
華
命
的
な
業
績
E
あ
っ
た
こ
一
司
、
ス

よ
え
同
一
同
一

ι、

R
u
h
の
法
作
に
討
す
る
珠
山

md古
川
内
め
、

ま
た
白
明
日
再
機
の

E
常
牛
r山
＼
川

J

芭
及
に
対

K】
J

て
仁
政
効
卒
を

品
河
川
四
国
会
は
、

μ

川
ii
穴
守
る
こ
と
を
司
際
に
、
法
倖
丈
吉
に
川
U
1
1
Q
M机
廿
良
川
仰
と
あ
る
作
伯
作
文
ー
の
ハ
ン
グ
ル
化
茶
宇
ー
を
策
定
T

法
制
口
川
4
0

土ふに、

生
「
氏
の
法
告
に
刻
す
る
湾
併
に
A
H」2
Qょ
う
に
、

難
し
い
海
｛
子
で
去
日
一
山
手
わ
た
一
千
件
あ
ま
り
り
九
て
の
法
令
を
ハ
ン
グ
ル
に

主
日
一
ざ
伺
え
る
叫
し
い
末
吉
川
相
日
て
い
る
〈

）
凶

Rmv司
い
ド
ム
／
切

可
法
治
日
性
心
円
点
王
的

ι当
性
心
ふ
硫
化
し
、
ぞ
れ
い
り
透
明
性
を
高
め
る
こ
と
で
、
問
中
町
一
か
ら
C
U
隔
制
さ
れ
る
f

吐
い
制
皮
吉
確
止
す
る
丈
め
に
、

背l'ii"il＇；の＂＇＇丈ィ、 reとヱ正解消たの柿索

凹
川
以
が
裁
判
丁
す
較
に
、
ノ
伊
加
「
る
清
審
制
店
長
j
J

審
制
な
と
に
悶

F
る
検
討
が
氾
め
、
つ
れ
て
き
た
が
、

一o
o
l付

こ
の
ほ
ど
国
政
会
議
は

一
ハ
凡
一
！
日
ー
に
「
国
叉
の
刑
事
裁
判
参
と
J

に
関
す
る
z出
向
「
案
」

ζ

決
議
い
え
」
防
法
上
京
八
円
よ
る
同

iAι
戸
加
は
、
倍
審
制
と
参
合
制
の

ヨ
F
ム
口
市
出
ー
で
あ
や
こ
要
約
「
る
こ
と
が
で
き
る
戸
、
時
審
一
叫
に
は
告
は
抗
一
小
権
の
み
認
め
ら
れ
、
貼
如
ι詐
一
聞
に

ttG裁
判
を
受
け
る
か
芹

か
の
司
γ
口
出
被
ι
M
P
八
日
炉
決
ず
る
と
さ
れ
る
い

同
法
律
交
は

U
O
ハ
守
司
に
同
ム
シ
ゲ
己
通
泊
す
れ
ば
、

ニ
ハ
）
円
七
有
一
一
日
け
に
は
施
行
さ

れ
る
fT
去
に
あ
る
〉

一
一
）
裁
地
自
の
結
件
的
斗
術

i］、

救
リ
リ
汚
独
立
の
断
河
一
三
る
音
品
目
、
を
も
つ
こ
と

火
山
育
長
茂
憲
法
第
一
円
リ
ム
一
条
は
一
円
以
判
｛
巴
は
、
芯
法
2
法
律
と
に
基
つ
一
ざ
、
そ
の
良
、
北
に
～
仏
、
J
r

」
奴
リ
［
て
審
判
す
る
一
と
規
定
し
、

（阪人比羊 C7 '.l 1:17' Lil '21)07. c. 



戸、

一
任
分
？
リ
り
の

tA1出
体
制
下
で
の
裁
判
r肘
の
紋
げ
を
五
一
口
、
）
て
い
る
じ
裁
判
所
の
泣
す
十
一
、
そ
こ
か
、
つ
導
き
山
犬
、
れ
る
裁
判
官
の
お
げ
し
一

は
、
法

vmヰ
義
心
的
F
引
に
関
わ
る
原
別
で
あ
り
、
ー
は
判
官
に
宮
rぶ
さ
れ
る
最
も
基
本
的
な
徳
円
で
あ
る
こ
y
し
も
に
、
義
務
主
ー
も
あ
る

割1

［
以
近
で
は
、
明
乏
の
政
治
勢
h
ん
や
刊
一
相
、

市
民
団
件
、
労
動
組
A
f
な
ど
の
科
技
同
H
W
か
ら
の
裁
判
所
川

J

独
立
ド
〆
｝

h
p
l
r
H重
弘
視
さ
れ

て
い
る
ハ

郊
の
急
主
的
政
治
勢
力
に
は
、
中
古
川
出
と
川
、
律
与
を
改
本
心
刈
象
。
〈
凡
な
し
、
府
；
町
山
内
仙
憲
法
改
止
手
続
や
法
律
改
軍
手
続
に

、
憲
法
、
」
法
律
と
を
細
川
叫
し
よ
う
、
三
αノ
る
閉
山
刀
E
L
L

ら
れ
る
が
、
ー
の
よ
う
な
状
況
の
も
こ
だ
刀
、
b
w
そ
、
裁
刈
｛
巳
は
裁
判
所

5
制
叫
？
リ

パ

＼~ 

裁
判
ー
が
ト
向
レ
道
徳
注
士
濡
え
る
、
一
と

出
停
凶
凶
「
た
は
、
日
中
市
生
活
や
ド
J
1
治
引
の
中
で
中
心
九
千
つ
人
々
に
い
だ
し
て
は
、
今
hv
恨
の
同
演
む
議
乞
持
つ
た
め
か
、

述
し
た
よ
う

に
相
手
を
佐
い
午
に
い
む
幅
制
［
て
し
ま
う
位
一
内
が
為
る
コ
た
が

以
以
U

引
に
、
作
一
僚
7
d
ど
に

し
r
は
か
な
り
抗
他
的
で
あ

η
、
不

日
成
之
ね
く
崎
山
が
あ
る
し
こ
の
館
F

同
は
、
少
数
の
支
配
居
が
多
数
（
山
被
支
配
M
U
日
ト
に
ひ
協
し
て
い
γ
れ
か
っ
と
の
工
切
れ

4

代
お
よ
び

位
以
地
時
代
の
怪
段
、
ム
し
亡
、
近
代
化
以
降
に
お

2
0凶
代
政
権
心
的
状
と
有
的
以
内
川
敗
の
い
位
史
的
が
駁
と
畢
関
係
で
は
と
い
〈
に
こ
の

ど
う
な
議
設
桂
川
迭
の
も
！
と
で
、
同
民
は
、
技
終
的
な
法
決
行
機
悶
で
あ
る
と
同
時
に
審
判
者
向
、
占
め
る
裁
判
「
け
に
け
刊
し
亡
、
修
武
士
い
類

す
る
ほ

2
の
厳
格
な
辺
徳
川
は
と
内
定
の
目
制
ゎ
γ
長
宅
品
、

J

て
し
る
）
裁
判
凶
は
そ
の
よ
う
土
品
い
、
吋
徳
什
長
ぷ
に
応
え
る
必
宏
一
巾
i
め
る
の

三
斗
め
司
令
。

公
正
や
一
説
わ
れ
る
主
ノ
仕
行
財
幻
山
制

亡
l

い廷し中仇一＼’
1
i
f
L
h
ーホJ
’j
し守「ホ戸」デつ為
l
h

）

l
三一

7
y／

F
i
j
i
－

z
J
V
I
↓

Y
L

は
日
：
、

r行
わ
れ
て
い
る
〆
｝
比
え
る
の
で
ほ
け
し
札
ば
な
ら
は
い
i

（

T
E
r
nぷ
zrJdM一内

同

FC【
町
民
民
ぐ
「
勺

L
C
M
M
p
r
z【
z

－rzLハ
ゲ
品
川
ー
の
勺
旬
間
交
》

r
m

／）い
h

つ
f
F
リ
ス

η
法
去
に

ιら
れ
｝
ぞ
d

う
に
、
作
帆
斗

J

｛
巳
が

J

に
仕
事
を
ノ
汀
二
」
い
て
も
、
｛
山
氏
に
去
の
よ
う
に
見
え
な
け
れ
ば
誌
味
が
一
ぱ
レ
c

最
近
幹
百
で
は
、
、
」
の
よ
う
な
一
公
正
注
の
外
割
引

"j !,i）、学！o7 ：ょ；）8J J:l8 [2iil'7. s; 



に
つ
い
て
様
々
な
談
前
げ
よ
あ
る
が
、

そ
れ
に
つ
い
て
い
く
っ
か
怖
を
挙
げ
て
み
よ
う
、

山川山小ト円、

ま
ず
、
裁
判
円
が
川
市
門
徒
弁
護
？
間
一
戸
す
ず
る

一
り
〆

開
立
市
況
い
の
室
会
に
刈
僚
引
事
？
検
事
が
祝
賀
の
た
め
に
山
席
「
る
」
こ
を
自
制
L
一
三
ノ
／
｝
い
う
議
論
が
あ
る
」

ま
た
、

士
ん
の
殺
人
が
I
叫
判
円
執
務
｛
ム
十
七
札
訪
問
す
J

る
際
に
、
訪
問
台
帳
ピ
氏
名
、
述
絡
先
、
面
談
時
間
、
山
談
事
叶
の
記
誌
を
微
以
「
る
な
ど
、

裁
吋
官
執
務
ヰ
f
C
出
入
管
河
を
強
化
L
な
円
、
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
事
1

示
品
J
Eぬ
る
。
さ
ら
に
、
裁
斗
｛
れ
か
司
僚
川
一
平
の
わ
定
事
件
を
宇

い
わ
ゆ
る

を
製
品
伯
し
な
け
れ
ば
日
ら
な
い
乙
い
う
口
比
谷
も
あ
る
口
同
僚
列
車
に
利
し
て
ね
定
平
刊
の
請
出
ま

で
行
う
よ
う
R
f
と
は
な
い
に
仕
よ
、

巾
汀
立
十
件
に
つ
唱
て
町
し
合
わ
ゼ
る
こ
と
zH体
が
公
γ

け
な
判
断
に
悪
1u詑
主
主
%
は
ず
川
い
れ
が
あ

る
と
レ
ぅ
考
え
で
お
る
〈
そ
一
」
で
は
、
住
の
円
以
判
部
ハ
、
平
汁
に
つ
L
て
誤
解
を
和
ノ
＼
」
う
な
し
か
な
る
行
J
h刈
J
b

－Uむ
べ
き
だ
と
い
う
い
、

と
が
議
元
靖
夫
、
れ
て
い
る

よ
η
説
得
刀
心
為
る
判
決
理
庄
等
の
一
叫
ん
小

背l'ii"il＇；の＂＇＇丈ィ、 reとヱ正解消たの柿索

当
事
事
が
悶
心
を
凶
作
い
つ
事
項
、

と
り
わ
け
刑
事
裁
判
に
い
ぬ
け
る
有
罪
判
決
の
川
決
内
白
、
量
刑
皿
山
、
日
体
釈
u
h
u
T

小
川
忠
由
な

裁
判
一
円
一
り
治
立
柱
、
公
ド
松
い
に
つ
い
て
疑
い
を
は
拍
く
郎
防
、
り
つ
だ
と
忠
わ
れ
る
と
判
決

文」り一に、

と
円
悶
LT
ゐ
ソ
討
し
い
説
ぷ
が
ん
Y
払
い
こ
J
も、

別
け
て

ι等
主
民
国
他
的
に
明
ら
か
に
す
る
」
と
で
、
な
判
官
の
紋
〆
一
性
と
不
平
山
内
に
つ
い
て
の
囚
討
の
不
恒
～
川
山
問
、
大
き
く
い
苛
滅
さ
れ
る
に

ホノけかいか川引いし

（
凶
）
公
川
M
P
心
ニ
一
三
と
斗
凶
、
？
議
の
徹
也
叫

が：
米

訴
れ
仙
の
存
河
に
お
い
と
は
、
作
一
定
さ
れ
た
M
M
則
的
春
江
刀
法
に
よ
る
こ
と
な
〈

民
事
訴
訟
山
場
九
ー
に
は
訴
状
、

upr者

準
備
吉
田
辺
に
の
寺
市
川
を
重
刻
し
、
ま
ゆ
人
、
形
宇
訴
訟
の
場
合
げ
ー
は
げ
h
J札
者
司
川
間
詞
よ
一
、
同
開
直
読
吉
な
y

一
円
台
而
を
重
視
し
て
一
岳
攻
守
一

／h
w
、
判
決
心
」
導
き
山
「
と
レ
3
、
問
題
の
た
る
訴
訟
吹
行
が
存
在
し
に
レ
た
c

最
近
こ

片
ら
れ
、
訴
訟
の
審
理
は
、
公
開
の

す川一一
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戸、

す
A
f
f｝

2
y
 

か
コ
透
明
な
一
殺
に
よ
っ
て
逆
め
、
ア
れ
る
、
仇
う
に
な
り
、
引
明
者
は
渋
江
勺
、
活
水
ル
に
攻
Mmr
防
御
を
繰
り
仏
げ
る
よ
う
に

z叫
〉
て
台
て
い
r目
。
活
八
ん
な
攻
撃
防
御
J
f
y
m
じ
て
主
体
的
真
実
古
附
り
か
に
さ
れ
、
適
正
な
川
判
断
が
rヰ
心
き
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

割1

い
え
げ
つ
円
認
識
が
形
山
崎
さ
れ
亡
い
る
ハ
民
事
－
［
掛
訟
法
乙
問
事
訴
訟
法
の
い
ず
れ
も
が
、
法
定
の
原
則
的
高
4
4
方
式
で
あ
る
川
刻
、
一
ト
義
、
｝

しマ

公
吋
中
h
u
↓
丁
義
を
ふ
刊
十
売
さ
げ
｝
ょ
う
与
す
る
お
山
に
生
化
し
て
さ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
松
4
官
が
、
法
廷
と
は
別
の
詞
停
一
主
に

市
当
事
者
を
明
引
き
、

彼
ら
こ
間
誌
に
川
き
あ
っ
て
、

充
実
し
た
ヨ
出
店
刈
話
を
、
古
に
て
件
満
な
紛
争
解
、
討
を
図
る

一
品
い
停
引
い
d
C
パ川州円

イヒ

ヘ
一
午
ほ
と
前
か
ら
一
陣
心
宏
裁
判
＃
ー
が
力
守
人
れ
C
し
る
式
み
で
忘
る

η

円
以
主
義
の
倣
ほ
と
午
前
停
制
度
活
浄
化

ιつ
い
て
、
日
刊
に
見
え
る
成
恥
か
現
わ
れ
て
き
て
い
る
〈

C
C
六

q
八
月

一口
u
－h

円
強
弁
論
に
関
す
る
モ
デ
ル
許
可
判
部
と
ぎ
れ
て
い
る
ソ
ウ
ル
向
等
ぷ
判
断
治
八
見
事
政
判
部
が

つ
つ
六
主
一
月
ー
か
ハ
一
日
ー
へ

け
ま
で
の
料
ウ
月
間
に
処
理
し
た
一
！
ハ
ー
ハ
件
心
事
件
C
う
ち
、
そ
の
ー
ハ
九
一
%
に
為
作
一
る
一

f
仏
叶
が
調
停
・
ね
併
で
終
日
川
手
れ
と

こ
と
が
明
、
り
か
に
さ
れ
ー
に
し
こ
れ
は
、
お
よ
門
戸
一
コ
判
中
七
件
丸
ー
民
が
調
停
や
和
解
て
怖
い
一
国
大
一
れ
1
1
ζ

と
い
る

v

同
裁
判

部
の
，
川
主
同
胡
同
日
一
調
停
相
解
ぃ
一
一
ー
が
一
l

八
一
%
に
留
ま
る
こ
と
や
、
他
双
判
所
、
ω
州
停
初
郎
率
か
一
。
ー

口
出
ム
口
て
あ
る
こ
し
と
h

鑑
み
れ
区
、

〕んえ
J

也
主
、
山
坦
、
l
と
叫
f
古

ι七シ
u

一、

不
U抗

j
4
l
y
Y
Y

山ふ♂F
r

］一一泊
i小
γFパハ

N

↓ノレわ引，昨川
t
F
H
V
μ
U

戸ム

」
れ
川
吋
非
明
い
vu
同
い
円
以
他
で
あ
る
と
計
怖
で
き
る
と
り
わ
け
、

れ
る
以
ド
の

f

一
月
の
引
剛
一
停
和
解
出
一
二
一
－
t
%

よ
わ
J
U

一
一
倍
、
も
高
い
戸
こ
の
よ
う
に
、
調
伴
和
解
必
が
昇
F
れ
は
、
上
ι
M

事
件
が
減
少
ず
る
乙
／
一
も
に

斗
事
者
ピ
付
す
る
信
頼
球
似
J

も
川
門
る
こ
ノ
↓
が
で
き
る
こ
と
予
明
ら
か
と
な
り

ま
さ
に

1

3
〕

b

／

f
I
C
j伊
丹

果
が
ー
が
っ
て
い
る
と
て
円
仇
さ
れ
仁
い
る
。
河
パ
品
川
川
N
P
U

引は、

lコ
じコ ノ、
A( rr 
パr
ま｝
、ーノ、、

減月
つ ーっ

て司
る，，，な5

7千
$ 

~ 

力、

六ノ一／
h
v
p

」川
Jn

（

c
i
J
J
i
t
 

ま
っ
て
お
り
、
前
ハ
刊
の
月
期
間
の
i
昇
率
コ
一
一
気

J

の
一
心
万
円

"j !,i）、学！o7 ：よ 4ilJ 14υf2iil'7. s ' 



（
さ
身
柄
拘
束
や
保
安
処
分
な
ど
の
処
民
基
刊
の
透
町
内

d

お
よ
ひ
一
玉
川
基
刊
の
公
開

し
ば
し
ば
批
判
さ
れ
て
き
ん
｝
日
記
刊
制
反
を
は
午
百
ナ
ノ
る
た
め
の
方
策
と
1
L

て
、
同
位
叩
山
討
議
は

一
o
o
h
T一
一
司
じ
日
「
裁
汀
所
印
刷
治
法

問占
v
d訟
法
一
部
改
正
法
、
伊
奈
、
お
よ
ハ
υ
保
護
劃
徐
与
に
問
一
：
。
法
的
ド
部
改
正
法
作
案
を
以
戸
山
？
に

沼
会
に
性
μ
山
は
す
る
こ
と
に
し
て
い
る
。
量
川
川
主
川
端
中
守
刀
小
山
A
明
化
か
凶
ら
れ
れ
に
、

E
民
の
司
法
ボ
信
は
引
な
り
駐
減
さ
’
れ
る
の
で
は
な

一
部
改
正
法
律
案
、

一h

z

J

下つ
1
3
J
U

7

J

i

7

 

法
札
問
け
の
〆
中
止
デ
J
J
防
・
線
経
ず
る
た
め
の
制
度
前
官
自
の
存
続

国
民
心
吋
、
に
仏
小
信
を
払
拭
す
る
た
め

r
は
、
山
弘
主
な
る
rk占H
小
γ
ド
ム
ゼ
子
け
吋
し
、
回
収
殺
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
っ
と

J

そ
の
た
め

－
C
O一
！
主
一
八
月
一
六
日
、
門
七
川
裁
判
所
は
九
回
比
紅
所
長
り
」
ロ
会
議
を
問
怖
さ
、
以
下
の
比
一
容
を
主
と
す
る
「
ば
古
口
不
L
根
花
片
策

背l'ii"il＇；の＂＇＇丈ィ、 reとヱ正解消たの柿索

準
備
し
、
制
民
的
装
内
心
構
築
JY
川
っ
て
い
る
r

裁
判
JH信
州
什
制
穫
の
け
具
体
化
h
m

ト
九
州
、
取
山
知
強
化

ま
ず
、
羽
行
の
舵
象
的
・
｛
口
一
日
的
な
裁
判
（
円
倫
坪
制
領
乞
具
体
作
し
て
、
七
作
条
か
ら
な
る
実
践
的
な
行
為
組
刊
別
の
行
助
法
則
を

制
｛
品
、
に
つ
ま
た
、
倫
担
保
昨
祭
官
室
の
心
組
織
拡
ト
人
お
と
ひ
人
以
い
耐
強
を
行
い
、
間
前

τv防
的
制
F

が
を
強
化
十
ゐ
！
と
と
も
に
、
高
等
裁
判

所
引
の
裁
判
日
倫
沖
委
員
山
討
を
ム
寝
室
ず
る
守
｝
／
）
ノ
」

L
に
υ

12; 

裁
川
叫
円
心
郡
山
成
関
連
判
例
反
お
よ
び
そ
の
連
品
一
判
の
川
新

（

J
v
d

九ぺ

不
H
に
間
消
わ
っ
た
裁
再
告
の
懲
戒
を
強
化
L
、
不
川
に
川
崎
パ
わ
つ
に
絞
判
官
の
伎
願
川
泌
総
を
制
限
し
て
、
重
大
ば
事
実
が
jJ一

売
さ
れ
れ
ば
訴
訟
業
あ
か
ら
排
除
す
る
こ
と
に

L
た
n

ま
に
、
こ
「

L
た
試
み
心
一
環
／
「
〕
て
、

一0
0
4」寸一

~ ,, 

け
に
司
務

会
議
で
改
庁
「
円
以
判
一
円
懲
戎
法
律
案

懲
戎
委
只
会
に
裁
判
寸
川
孔
久
回
目
品
外
の
外
部
委
門
R
C
苔
加
が
ふ
半
、
必
ら
れ
ァ
G
よ
う
に ピ

（阪人比羊 "''.1141' 141 '21l07.c. 



戸、

井＇e, 

'' 

こ
の
制
反
は
、

二
C
U
七
午
一
月
八
ヨ
か
、
つ
施
行
さ
れ
て
い
る
〕
ご

f
式
戦
者
愉
4
4
委
員
会
に
。
る
慾
l

品
川
・
欧
州
小
の
す
官
任

割1

さ
ら
に
、
民
高
ふ
判
所
の
公
戦
者
焔
述
人
女
回
目
司
会
に
町
宮
ナ
愉
述
審
査
機
詑
を
れ
I
J
L
、
裁
判
JHれ
岡
市
州
制
明
部
お
よ
ひ
許
柾
？
メ
「
政
準
則

に
河
一
す
る
話
公
権
限
を
与
え
る
こ
こ
も
ピ
、
作
以
判
寸
ム
ロ
ヴ
ん
で
懲
戒
ψ

慌
凶
R
L
q
J

る
肌
川
内
審
議
諮
問
機
能
を
守
え
に
。

11, 

縁
故
主
義
打
絞
り
に
氏
の
事
件
J
配
当
制
民
の
4
f
入

故
刊
の
公
正
ケ
Jχ
現
λ
q
J
q
Q

九
一
止
に
は
、
判
官
下
と
弁
一
夜
T
L
と
の
］
株
投
均
係
は
回
避
さ
れ
ほ
行
れ
ば
主
ら
な
レ
c

そ
こ
で
、
み
る
苧
件
に

関
し
て
U

刊
巾
判
乍
と
州
市

J

民
間
以
係

ιあるハバ忠一日
1
2
w一
汗
さ
れ
た
け
勿
台
、

裁
判
長
が
及
川
｛
E
の
再
配
中
を
山
女
求
で
さ
る
こ
と
に
し
、

T
紋
心
4r
久
明
化
吉
凶
う
h
l一

。j

裁
判
t
c
任
用
・
再
拝
む
審
公
必
化

料航叩円
J
H
h

心
心
抑
止
rい
市
・
内
ιー
は
川
小
一
な
決
判
の
前
柑
条
件
で
あ
る
ι
z
こ
で
、
裁
川
円
官
、
り
刊
に
し
計
十
企
時
に
は
、
道
徳
性
滑
犠
牲

ム
ぱ
と
の
ふ
梓
査
ど
卓
出
的
に
行
二

J

こ
と
J
し
、
ヨ
ー
に
、
刷
川
崎
二
放

W
’HJV一
任
用
す
る
際
に
も
、
政
行
の
以
粒
順
の
任
川
市
方
：
人
ん
ら
改
め
、
人

同
情
性
と
倫
忠
告
誌
な
ど
を
主
主
的
に
FJ慮
ず
る
こ
と
に
、
）
た
、

:ii: 

不一
J
を
行
っ
た
品
川
判
官
の

rA4点
工
開
業
の
制
限

ハ
ロ
ハ
4
月
一
二

E
に
同
務
会
議
で
決
議
さ
れ
た
「
弁
議
j
作
部
改
正
法
律
家
」
は
、
作
淀
川
以
第
一

条
「
審
非
凡

J

ど
に
沼
尻
九
、
第
一
一
尽
を
設
け
、
京
王
を
お
っ
た
ー
は
判
官
が
弁
議
i
開
業
す
る
ご
y
し
を
制
限
ー
ピ
o
h
っ
と
試
み
て
い
る

一

＼

ノ

、
J

A

I

L

（
〔
o
l
F
J

万
一
六
川
改
止
一
。
日
改
軍
法
律
楽
に
よ
れ
ば
、
＃
一
夜
士
法
節
り
い
え
れ
お

い
て
弁
護
上
任
制
却
を
中
前
ず
る
者
が
、
山
仙
川
叶
Jh
‘

検
事
等
の
公
務
員
と

L
て
在
任
中
に
総
所
嫌
疑
宇
主
乃
花
宇
に
よ
れ
『
店
内
叫
！
ご
～
も
の
こ
認
め
ら
れ
る
場
れ
に
は
、
ポ
「
」
之
上
ム
れ
は
裁
判
所

行
政
訴
長
、

J
仏
政
部
長
官
を

に
山
保
山
北
哨
い
時
疑
の
内
容
、
懲
戎
嫌
疑
事
守
ん
に
出
三
「
る
諒
査
資
料
の
提
出
、
も
し
く
は
滋

J主
'FIJ 
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戎
嫌
疑
事
実
の
縫
詩
人
々
と
を
安
？
ぷ
寸
ノ
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
じ
こ
の
改
ー
上
嘉
が
回
会
な
一
地
泊
す
れ
ば
、
大
韓
弁
護
？
協
会
は
計
一
世

土
b
q
r山
由
一
市
を
し
て
き
に
返
成
絞
刊
日
子
ス
ー
什
に
同
行
J
L
－
に
い
る
と
い
う
ご

J
i
d
日
に
山
ハ
リ
訪
を
hγ
介
す
る
戸
、
と
が
E
き
る

F

吉
に
な

る

ネ
一
、
J

血

一，」
J
l

川
一
一
仁
に
加
え
て
、
法
曹
の
不
在
根
絶
の

川原乙

L
て
、
一
0
2

べ
て
の
裁
判
一
h
が
履
修
一
q
J

る
川
修
ブ
ロ
グ
ア
ム
で
焔
述
科
司
？
で
JmJた
し
、

倫
理
教
行
心
晶
化
吉
宮
7
G
h

｝
と
と
し
、
正
た
、

JA訟
涜
係
者
や

殺
人
心
法
制
刊
守
執
務
会
＋
へ
の
出
人
会
科
を
強
化
す
る
こ
と
2
し
た
！

さ
ら
に
、
回
収
品
ぷ
判
所
の
ホ
l
ム
ベ

l
シ
に
一
法
曹
ギ
正
中
告
t
ン
々

l
一
宮
設
置
す
べ
き
で
お
る
と
い
戸
つ
広
見
も
一
法
古
川
不
庁
以
総

対
策

に
取
り
凶
れ
ど
よ
れ
に

背l'ii"il＇；の＂＇＇丈ィ、 reとヱ正解消たの柿索

四

お
じ
り
と

、

J

！
ly

に「山
守

34
 

4
 

R
 

に
、
裁
判
官
の
惚
祉
rk卜
の
た
パ
の
り
施
策
を
図
る
こ
ζ

も
必
安
で
あ
る
ハ
泊
え
て
、
一
川
一
一
氏
こ
マ
ス
コ
ミ
J
b
及
川
刊
肝
の
よ
い
ue
を
一
山
町
慌
し
、
洋

士
－
一
工
会
♂
な
成
果
を
i
げ
1

乙
場
合
に
は
こ
れ
を
員
法
し
、
裁
－
一
官
の
お
足
U

一
杓
に
応
え
る
必
出
十
ぷ
あ
る
こ
れ
か
ヤ
わ
れ
る

U

「
ト
一
民
ず
つ
に
が
、
一
川

以
i
、
韓
凶
国
民
心
法
判
刈
に
付
す
る
不
信
と
そ
の
応
伏
、
れ
小
作
れ
の
防
法
取
な
ど
に
つ
い
て
ほ
観
し
て
き
た

J
も
っ
と
も
、
こ
の
間

」
一
一
ま
で
検
討
げ
で
き
た
前
i

一
一
応
外
い

さ
ら
に
検
討
、
ご
怖
け
れ
ば
な
ら
旨
い
多
く
の
怜
一
川
忠
が
残
コ
て
い
る
〉
裁
判

題
い
へ
J

い
て
は

｛
日
の
一
一
気
一
川
上
の
と
め
の
方
熊
も
、
そ
の
よ
え
な
ほ
題
の
一
つ
J
J～L
f

ニ門える（

口
業
在
L

に
必
っ
て
し
ま
う
す
九
乙
い
う
、
日
峨
ま
じ
り
の
訴
以
が
上
が
一
っ
て
い
る

J

裁
判
自
に
主
人
間
ら
し
い
牛
治
を
f
G
R柄
本
的
人

最
近
、
法
曹
の
闘
か
り
、
法
判
骨
収
も
い
わ
ゆ
る
「
3

宝
ー
は
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
山
川
伺
裁
判
所
は
白
宇
的
に
対
折
、
を
リ
て
る
ば
か
り
で
ヨ
〈
、
他
作
的
な
対
民
主
に
も
U
H
J
M
1
組
一
汁
、
さ
ら

裁
刊
訴
は
民
主
主
義
一
ゲ
↓
支
、
一
戸
て
一
律
？
？
υ
制
の
一
つ
ハ
』
い
引
の
っ
て
忠
る
こ
と

γけ
円
、
定
し
、
そ
し
て
、
裁
判
所
が
そ
の
本
来
の
役
削
テ



戸、

来
た
す
と
と
が
で
き
る

E
う
に
、
同
氏

f
れ
不
れ
が
自
分
の
〆
一
日
虫
、
果
た
せ
る
役
割
な
適
切
に
宗
主
人
、
℃
法
判
所
い
協
ん
、
三
L
い
く
ャ

と
が
必
公
で
あ
る
と
門
店
わ
れ
る
」

割1

｛
日
刊
「
山
本
梢
は
、
咋
同
－
認
川
大
tfい
は
法
叫
に
？
の
二
校
吋
伐
を
担
特
し
て
、
一
一
、
J

一
二
一
ハ
年
八
月
（
川
に
間
佳
品
4々

1

引
弓
汁
い
学
会
山
内
出
土
平
成

七

一

J
4
一足利

γ研
究
費
補
助
公
主
常
川
町
九
人
ヘ
A
｝
五
百
の
が
続
投
グ
ノ
ン
ド
ヂ
1
J
イ
ン
情
築
研
允
人
民
♂
一
京
ね
る
）
小
肘
お
の
羽
以

で
iψ

め
F
Q

＊ 

泊
占
ト
八
リ
ι
q
L
H
A
科大山一
T
校
長
ー

日
ェ
山
科
l
え
よ
れ
は
授
戒
任

T
主
主｛

 

＊ 
本

ん川
W
A
J
j
！
大
学
院
仏
学
研
究
バ
オ
寺
ー
で
役
割
訳
担
i
f、
学
院
ぺ

「
仏
律
羽
山
間
L

ハ
一
口
川
年
一
月
九
？
」
引
い
、
ジ

F

ン
ソ
ン
ヱ
シ
記
者
〔

一2
F

作
一
川
訪
で
一
銭
川
出
合
一
の
院
主
日
前
J

M

吹
は
、
一
言
ど
引
い
こ
別
れ
去
っ
一
じ
く
人
を
尉
り
す
る
川
口
昧
主
人
J

〉
い
る
公
民
二
、
あ
る

ミ一
J

1

出
片
文
雪
ハ
ン
グ
ル
化
の
伎
的
芸
品
市
に
つ
一
さ
の
辿
り
に
一
応
単
組
な
江
山
心
ハ
～
ゲ
ル
化
か
必
X
て
、
ヱ
パ
文
引
〆
用
品
料
ヰ
川
匂
は

t
九一久
J
F八

法
人
の
点
政
令
（
休
心
J
J礼
め
、
分
か
り
ゃ
ず
い
ペ
ン
グ
け
ル

E
支
店
叫
ハ
〆
プ
ル
花
山
γ

！と
A
い
れ
ト
る
も
の
、
」
ず
る
ペ
ル
一
捻
1
一
い
渓
内
J

4
一
日
町
品
、

立
代
軍
れ
の
市
寸
川
、
ん
が
区
域
的
ム
目
、
オ
ャ
ん
玉
川
U
H
O
川
川
語
、
ロ
ト
エ
へ
の
段
4
7
d

用
叫
は
油
入
社
斗
ず
、
現
rh
一仏で
v

心

51ノ
な
羽
詰
を
埼
肝

ν
て
し
る
場

合
に
は
、
ハ
ン
グ
ル
川
い
純
化
さ
れ
」
mm芯
に
改
め
AG
努
ぃ
之

L
h
o
J

プ
匂
）
小
川
り
さ
十
人
は
け
町

A
m
仙川市一一

E
け
て
、
分
か
り
ゃ
ず
し
ハ
シ
グ
ル
で
寸
弘
司
ず

る
が
、
ー
法
べ
作
Y
吟

C
h
Fず
に
や
む
を
川
ハ
な
い
い
叫
ん
y

」
は
、
用
語
皇
民
主
ど
を
長
じ
こ
同
文
へ
ん
出
て
子
心
忠
味
が
お
一
口
に
な
る
よ
～
「

r
f
。J

ま

た
、
戸
市
附
話
ゃ
れ
ず
門
用
語
な
ど
は
八
、
〆
方
ハ
J

よ
れ
寸
叫
す
る
よ
J

必
史
三
地
ム
口
に
は
折
山
仙
の
山
に
専
門
市
内
を
例
記
」
3
Q
r
J
ハ
／
グ
ル
だ
け

で
表
記

T
Q場
企
に
、
ふ
の
三
味
心
伝
達
に
混
乱
ぷ
予
想
さ
れ
る
用
語
に
コ
い
と
は
折
拡
心
中

r
手
チ
ー
一
主
川
」
山
↑
フ
る
す
っ
ヘ
モ
心
際
、
干
の
出
詰

の
村
山
円
筒
品
ー
い
の
み
！
迄
了
て
仇
ロ
子
、
ど
の
後
ば
日
可
否
に
つ
ト
て
は
V

九
六
作
山
一
叫
心
γ
一L
与
し
っ
川
J

F

J

の
也
、
一
一
位
伴
茶
の
ゾ
J

山
形
式
に
お
と
し

は
、
ヘ
士
、
り
ふ
は
律
一
言
て
J

ン
グ
ル
玉
円

ir～
よ
る
ハ
／
ク
と
阿
川
町
三
味
則
し
、
院
内
山
山
内
伴
の
起

ι

一
U

川
一
川
町
↑
る
場
ら
は
？
と
の
ふ
HA
体｛
U
起
竹
山
別

法ケ
J
U
侃
剤
一
ー
あ
J

て
j
L
M
で
れ
を
f

／
グ
ル
己
記
く
J
U
〕
川
己
中
ド
白
川
叶
ー
と
し
て
見
ー
小
L
て
い
る
じ

"j !,i）、学！o7 ：よ 44J 144 [2iil'7. s' 
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ヘ
4
一
一
〕
川
（
の
一
早
川
川
主
此
判
一
考
一
U
vい
出
す
る
一
仏
津
市
品
、
一
心
言
以
部
べ
り
を
以
軒
L
て
お
、
信
八
条

J
ゾ
忠
］
人
心
H

山
市
】
倍
必
一
時
抗
羽
判
説
全
併
「

ワ
制
収
町
人
山
目
、

ffN「
主
円
配
本
日
込
者
止
を
T

えい
v
た
二
円
八
ノ
七
日
以
均
一
に
諸
民
参
与
裁
判
ど
叫
tfrfhドム
O

川
町
否
に
河
寸
る
ぱ
同
、
が
寸
ヰ
託
、
戸
れ
た
辛
口

町
を
此
引
所
に
徒
巾

L
主
汁
れ
ば
、
、
ら
也
い

U

一
弘
再
（
仏
ド
一
引
円

U

叩僻いい
L

～
の
絞
照
ν
f
一
｝
晶
川
扮
）
第
一
民
午
n

汁
叩
針
｝
口
は
内
パ

ι日宍、
J
J
品
叫
口
わ
A

一J

、いて－一〆ザ士刃
1

｛
也
、
出
ん
市
ハ
U
E閉
お
よ
川
υ
州円円市一｛
ιに
中
川
ナ
ブ
r
J
H
U

「J川」ゲ号剖勺
ι

）川一十
J

ムドω
ル搭川
M
が
宇

J

る
d

町
則
一
へ
仰
げ
U
」
入
r£
は一一ハノヘ

i
J

七ハ

一
行
い
か
口
弘
行
さ
れ
令

百
二
一
阿
波
4

忠
誠
と
は
、
一
定
心
社
会
1

1ト
中
集
計
九
九
ふ
こ
て
十
ル
け
さ
れ
る
山
川
山
市
む
こ
L

J

円べん
U
Uは
ず
る
市
宮
中
長
司
1
m
J一
戸
で
日
八
戸
乙
他
人

エ
ど
同
知
し
〕
与
刊
－
じ
、
強
い
足
帯
告
と
組
弘
け
n
m
v
Zゾ
」
持
つ
よ
う
に
な
る
こ
と
を
い
う

？
b

一
一
議
苅
同
」
↓
一
寸
一
コ
た
十
ハ
月

f
I
什
、
ー
コ
ム
ベ
ク
ー
一
己
お
じ

ヘ
7
）
一
一
仏
律
有
記
〔
一
ヘ
ノ
一
ハ
年
八
月
二
日
付
、
有
ム
・
ベ
ク
キ
「
一
品
ノ
刊

正
一
）
訣
f
v
T
「
一
公
？
な
裁
判
川
心
一
一
め
の
同
Y
U
L
－
－
法
律
引
凶
」
一
〈
ハ
ハ
↓
ハ
ム
i

九
月
一
川
町
、
力
汁
：

L

アゴ

ν
判山山戸

一Q
L
一
副
や
は
f

山
汁
一
て
は
れ
わ
れ
一
q

、
戎
判
。
μ執
務
室
や
、
川
町
に
刈
息
さ
れ
ど
い
る
両
岸
川
正
て
行
わ
れ
る
及
…
判
官
割
以
明
容
、
両
淳
が
れ
1

わ
れ
る

川
崎
へ
口
に
は
、
拭
務
合
一
心
ノ
フ
f

に
川
耳
目
一
司
当
事
斗
つ
が
ノ
ノ
ル
を
主
j

ん
C
明
言
。
。
事
件
主
で

U
わ
れ
る
ぬ
ん
口
に
は
、
い
柿
ず
の

5
p
な誌
J
L

く
川
之
に
ベ
九
%
な
一
7

ノ
L
を
回
引
で
、
半
事
y

一間
4
4
4
h
JベJ
座
る
ム
ラ
に
さ
れ
、
い
F

匂
ュ
司
停
安
口
三
け
い
参
加
ず
る
刊
作
れ
場
ヘ

1
P
L、
r
Jぃ

4
7
h

抗
心
J
E
H
h
等
、
こ
川
w
主
主
が
犬
、
ひ
な
一
↑
ザ
ル
U

吊
－
一
心
で
座
る
こ
ご
い
な
メ
ω

一日
J

「
法
律
祈
川
河
〔
一
こ
！

γl十
八
円
二
同
付
、
J

山

1

々

記

χ
1

一
口
、
一
致
ヰ
川
相
続
込
町
改
ギ
弘
知
吋
京
」
は
、
祈
f
片
山
長
一
作
成
前
川
に
一
ι
一
川

E
口
会
」
九
七
一
一
以
置
し
、
い
妥
員
ヘ
一
が
吾
川
志
ふ
ー
を
た
完
し
山
下

前
に
公
開

rる
よ
っ
に
ト
子
尚
一
ω
日
平
問
委
円
R
P
ま
の
公
開
す
る
呈
刊
基
地
は
戸
町
中
川

12米
刀
人
々
土
マ
ん
い
な
い
が
及
判
官
は
そ
れ
を
参
／
J
V
ー
し
て
判
γ日バ

ヱヂ」’イ
J

1

裁
判
宵
ぺ
J

I

一平川
L
J
1
t
疋
め
つ
一
れ
一
－
一
松
岡
｝
異
k
y
Q
刊
A
h
v
z

う
場
合
同
t
ば
、
川
氏
f
h
に－
A
川
叫

h
心
配
栽
ず
勺
と
さ
れ
る
ぐ
「
刑

半
而
よ
法
比
一
部
位
J

正
弘
山
幸
一
円
九
、

JM事
は
ム
店
訴
川
、
川
法
制
宗
五
一
た
て
の
た
昨
る
甘
一
片
条
件
ピ
同
一
；
ω事
岐
に
つ
い
で
認
や
し
な
け
江
川
与
え
一

り
な
い
し
ピ
め
、
主
た
、
公
お
か
長
同
位
さ
れ
た
事
件
に
っ
こ
～
検
事
、
同
行
コ
人
J
子
）
〈
山
に
か
一
の
弁
護
人
が
桜
山
川
た
営
利
ハ
市
寸
前
か
1
刑
判
断
に

l

分
で
は
な
い
パ
吋
合
二
法
、
裁
判
州
法
州
光
的
三
割
ム
h
r
j日
出
刑
賃
制
の
制
作
を
八
日
子
る
こ
／
か
で
き
る
よ
う
〕
～
し
て
い
る
一
保
唱
一
口
附
単
等
｝

認
す
る
法
律
心
部
改
リ
比
律
案
ほ
、
術
士
市
れ
か
ら
出
日
条
件
に
お
す
4
9
4
河
川
小
山
玩
立
で
ぶ
吟
ら
れ
4

保
“
注
総
J

令
所
；
」
J

1

7

は
そ
の
ん
肝

hvμ

は
、
巾
「
品
事
件
な
調
査
す
る
い
「
円
一

vrmm同
主
指
片
し
た
い
「
！
れ
ば
な
フ
ず
、
也
川
名
さ
、
れ
に
保
設
巳
相
官
ハ
ャ
山
口
片
山
低
金
所
な
く
巴
要
事
羽
山
部
丘
L
、
調
ハ
hi

（阪人比羊 C7 l 14三＇ 14" '21)07. c' 



戸、

ェ
ワ
」
求
め
て
お
C

吋
｝
崎
、
亨
に
報
i

口
去
月
九
ヤ
一
徒
出
仁
云
け
れ
ば
な
り
h
h
u

い
こ
規
定
v
〈
い
る

d

一以
l
九
九
日
ら
お
刈
J
J
組
総
法
部
改
半
出
律
案
一
戸

川
わ
ず
つ
＼
〈
U
（
ハ
ー
ハ
〆
一
一
一
月
ロ
に
終
J
d

町
た
さ
れ
て
い
る
〕

一日
F

凶

k
u
M
戎
口
問
（
り
ん

ιる
一
決
前
『
小
正
校
迫
Jrh
後
一
に
つ
い
こ
は
、
法
律
J
V
州
山
内
ご
し

t
1八
円
二
一
口
利
、
日
ン
ョ
：
ソ
ン
ヱ
J

一一回

γλ 
ヘ
口
一
い
へ
昨
日
九
回
革
法
草

Jγ

ノ
宋
沼
山
引
は
法
判
山
門
ば
刊
刻
へ
＋
一
ば
栄
湘
以
上
の
刑
川
町

υ
川口：
l

仇
つ
は
け
い
れ
ば
瑞
缶
さ
れ
ず
、
設
立
山
内
処
分
｝

ぷ
八
つ
九
な
け
れ
ば
悼
耽
、
減
涼
y

一
心
他
の
γ

F

J

ベ4
4
処
分
、
一
乏
し
r
h
M
一
ト
ド
一
と
阻
t71
て
？
れ
そ
2
1
5
1
政
判
官
懲
戒
JU治
二
bh
八
位
荒
川
は
一
荻
判

官
に
刈
十
令
懲
戒
郎
仔
ば
杭
い
紙
、
ゐ
火
作
、
諸
立
の
二
つ
〆
」
す
る
一
と
定
め
、
思
戒
処
一
汁
古
限
定
列
挙
う
／
て
い
ミ
c

裁
判
官
仇
品
川
安
見
合
に
つ
い

く
同
法
判
目
前
f
H
引
け
い
山
世
ア
い
判
長
第
一
hd
／
二
政
引
一
（
刊
一
、
民

fJmvu巴
戎
事
河
心
神
一
誌
、
決
U

の
た
め
に
口
μ
古
い
及
…
判
所
に
裁
判
い
附
忠
弘
荘
、
民
会
一
お

下
左
員
会
こ
い
一

J
7日一置

J

、
乙
規
定
νc
れ
司
灯
一
Y
M
J

で
一
え
仏
首
会
は
委
日
長
特
一
え
ず
日
一
パ
ハ
ヤ
白
v
k

情
技
3
v

、
ァ
的
安
！
］
U
H

川
れ
J
P
U

置

く

1

｛
七
め
つ
一
れ
る
［
完
除
に
は

f
山附

E
R
二
信
と
ご
に
胤
V
）

n

～
同
法
沼
均
一
来
的
一
広
一
に

L
れ
否
、
目
お
心
委
貝
↓
誌
は
良
両
日
批
判
川
判

半
心
げ
か
ら
、
妥
れ
と
J
v
j
u
市
長
「
（
日
戎
刊
山
心
中
か
ら
川
以
高
裁
判
所
長
（
E
六
万
三
れ
そ
れ
午
ム
同

fJQ
一
レ
」
規
疋
之
れ
る
f

九
三
「
3
3
D
常
識
と
は
、
：
と
も
乙
ご
一
芸
ζ

一
時
一
能

J
、
以
昨
今
、

E
三

F
1
4

汀
い
、
己
三
五
2
2一
日
一
舟
険
な
）
抗
告
一
史
〕
｝
買
っ

υ
味｛
U

五

店
υ
一が

e

こ
れ
を
裁
判
竹
？
代
入
し
て
み
る
。
長
時
一
は
多
く
川
山
訟
と
ふ
る
ゆ
る
ん
ド
U
U

ぽ
わ
詰
J

押
守
的
宇
治
い
ら
札
る
の
に
北
ヘ
る
」
部
市
川
パ
コ

川
正
、
で
詐
る
火
停
に
ぼ
な
ノ
＼
叫
ん
ぺ
L
4
7
ハ
竹
2

じ
な

A
肝
心
γ

受
け
な
が
J

、
日
比
に
は
り
↓
至
。
の
な
？
↓
？
」
伴
ト
与
に
耐
え
〈
訴
が
J

と
長
判
に
崎
主
な
け

れ
ば
な
ら
な
i
ぜ
い
も
か
ひ
木
勺
一
ず
、
り
ベ
J

よ
か
っ
ぬ
点
m
w
h
v
A又
げ
れ
ば
、
正
ぃ
凡
な
手
桜
山

k
る
こ
と
ば
〈
、
刊
論
に
よ
コ

r
A下
突
い
ー
の
日
記
作
戦

合
必
要
さ
れ
J
1
F
F
Q
危
吟
え
一
城
主
u
p
y
r
L

い
う
こ
と
に
h

ろえ
J

割1

"j !,i）、学！o7 ：よ 4tiJ 146 [2iil'7. s' 


